
１．総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

３　給与費については、任期付短時間勤務職員（　再任用職員（短時間勤務））が含まれており、職員数には当該

(3) 特記事項

　(給　料)　【　Ｈ２５．４．１（ラスパイレス指数）１０７．１　（参考値）９８．９　　Ｈ２５．７．１（減額時ラスパイレス指数）９９．７　】

  　　　　　　給料月額の削減　（　部長・課長級　▲８．５７％　　主幹・主査級　▲６．５７％　主任・主事級　▲３．５７％　）
　(手　当)　管理職手当の削減　（　一律　▲１０％　）

　　　　　　　時間外勤務手当、休日・夜間勤務手当は削減された給料を反映

(4) ラスパイレス指数の状況

　　　　国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）

　　　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均し

　　　　　　たものである。

3 「参考値」は、国家公務員の時限的（２年間）給与改定臨時特例法による給与減額措置が無いとした場

職員を含んでいない。

平成２５年度版

　　　　　　　　２　　南アルプス市の平成２４年度のラスパイレス指数は、１０７．０です。

　（参考）　　 １　　山梨県のラスパイレス指数は、（平成２４年度）１０８．３、（平成２５年度）１０８．３となっています。

16.3

年度

（参考）人件費

　　　　　　Ｂ
区分

24

職員数
区分

人

  年度

千円

836,761

　　　　　　％

実質収支 人件費率

　　　　　Ｂ／Ａ　　　

　　　　　　Ａ

人　

4,866,622

住民基本台帳人口

　　　　　　　千円

歳出額　

　　　　　　Ａ

　　　　　千円

２３年度の人件費率

72,279

　　　　　　　　　　　％

27,453,470 17.7

　　　　　（２４年度末）

24 354,149 815,692

「実施」

減額実施期間

※Ｈ25総務省資料より
　(H25年４月１日）

南アルプス市の給与・定員管理等について

給　 料

5,9132,170,865

職員手当

千円

　　　　　千円

(参考) 類似団体平均

一人当たり給与費

千円

　合の値である。

（参考）一人当たり給与費

給与費　Ｂ／Ａ

千円

給与費

千円

期末・勤勉手当

千円

5,775

　　計　　　Ｂ

3,340,706

２　職員数は、平成２４年４月１日現在の人数である。
１　職員手当には退職手当を含まない。

565

 （注） 　１  ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、

　　　　適用職員の俸給月額を100として計算した指数。

(給与減額の状況)
国の要請等を踏まえた減額措置の取組

平成２５年７月１日～平成２６年３月３１日

減額措置の内容

(H20.4.1) 

 97.6 (H20.4.1) 
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２．職員の平均給与額、初任給等の状況

 (１) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２５年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

類似団体

※Ｈ２５総務省資料より
(H２5年４月１日）

※Ｈ２５総務省資料より
(H２5年４月１日）

(405,463)

327,540 355,959

※Ｈ２５山梨県資料より
(H２5年４月１日）

307,220

(332,446) ＿
国

43.1

339,136

南アルプス
市

平均年齢

43.2

区分

山梨県

平均給与月額平均給料月額

376,656

410,200

平均給与額(国ベース)

44.4 343,000 380,800

417,943

43.3 386,694

376,257

公務員

平均年齢 A/B

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円 用務員 53.7 歳 円

歳 人 円 円 円 調理師 44.3 歳 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

公務員（C) C/D

－

円 －

円 円 1.34

   支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

※年収ベースの｢公務員（C)」及び「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成22年～平成24年の3ヵ年平均)

　　　　　　区　　分

南アルプス市

民間（D)

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全一致しているのではない。

うち用務員

うち学校給食員

－

　　　　　　区　　分

民間 参考

   272,119
(286,850)

49.9

396,779

306,900

－

11

4,895,055 3,646,600

－

－

－

45.3

345,623

－

－

2,809,400

－

278,500

－

－

264,800

371,367

   309,534
(325,400)

－

－

－

1.13

－

－

－

270,600

202,700

－

対応する

民間の類

似職種

－－

－ －

－

平均給与月
額（B)

－

平　均　年　齢 平均給料月額 平均給与月額（A) 平均給与月額（国ベース）職員数

311,894

278,200

256,600

325,361

－

国

類似団体

142

3,272

南アルプス市

うち用務員

45.4

－

うち学校給食員

山梨県

－

3

49.8

参考

年収ベース（試算値）の比較

271,100

50.5 300,04535
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　　　　③消防職

歳 円 円 円

円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

円

（注）１　「平均給料月額」とは、２５年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤　　　　　 

3

(２) 職員の初任給の状況（２５年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 －

円 円 －

円 － －

円 － －

(注）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

３．一般行政職の級別職員数の状況

（注）１ 南アルプス市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

 　　　 　２   標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

355,000

円　

308,100

円　

243,700

円　

135,600

円　

185,800

222,900

456,600

円　

423,000

円　

401,000

388,600

円　

円　

円　

261,900

円　

406,433

 (１) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（２５年４月１日現在）

１号級の給料月額 最高号級の給料月額

円　 円　

区　　分

円　

289,200

国

163,987（172,200）

133,418（140,100）

22

職員数

137,200

121,600

国家公務員欄における括弧書きは、給与改定臨時特例による給与減額措置がないとした場合の値（減額前）である。

393,520

-

-

南アルプス市

146,700

-

-

円　

320,600

366,200

-

-

-

南アルプス
市

292,934

主査、副主査

　国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額（国比較ベース）」も括弧書きは、給与改定・

363,038

されているものである。

326,100 373,300

※Ｈ２５総務省資料より
（Ｈ２5年４月１日）

　　経　験　年　数　３　０　年

395,657

臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値（減額前）である。

＿ ＿
国

平均給与月額（国ベース）

-

140,100

178,800

務手当等を除いたもの）で算出している。

356,300

平均給与月額

144,500

62

※－表記は、階層別職員数が３人に満たない場合である。

　　　　　　　　％

技能労務職
中　学　卒

76

　　　　　　　　人

３　　級

39.8

＿

主　任

類似団体

副主幹

７　　級 部長、次長

６　　級

４　　級

課長補佐、主幹５　　級

参事、課長、課長補佐

4.8

7.9
主事、技師１　　級

２　　級
17

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

28

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

322,400

　　　　　　　　％

91

構成比

25.8

　　　　　　　　％

17.6

　　　　　　　　％

-

6.2

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

21.5

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

-

16.257

357,360

(３) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２５年４月１日現在）

304,766

消　防　職

経 験 年 数 １ ０ 年

195,700

129,200

平均年齢

38.4 322,519

　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤

大　学　卒

区　　　分

区分

172,200

平均給料月額

山梨県

技能労務職

大　学　卒

大　学　卒

区　　　         分

一般行政職

消　防　職

中　学　卒

標準的な職務内容

-

-

大　学　卒

高　校　卒

-

一般行政職

高　校　卒

-

157,900

高　校　卒

390,000

務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかに

＿

-

-

経 験 年 数 ２ ０ 年

高　校　卒

高　校　卒

高　校　卒

経 験 年 数 ２ ５ 年

366,480
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４．職員の手当の状況

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

（0.65）

・管理職加算　　措置なし

（２４年度支給割合） （2４度支給割合）

　人事評価制度検証のうえ、勤勉手当へ勤務成績を反映する予定です。

千円　1,479

・役職加算　　　　５～１５％

・管理職加算　　 １０～２５％

2.60

（0.65）

（2４年度支給割合）

2.60

・役職加算　　　　　５～２０％

・管理職加算　　 １０～２５％

1.35

期末手当

（1.45）

　　勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

１人当たり平均支給額（2４年度）

2.60

千円

1.35

山梨県

 （１） ①期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（2４年度）

国

1.35

勤勉手当

南アルプス市

 (２) 昇給への勤務成績の反映状況

－

人事評価制度検証中であり、リーダー及び管理職昇任時に勤務成績を昇給に反映する予定です。

1,504

職制上の段階、職務の級等による加算措置

（1.45）

・役職加算　　　　　５～２０％

（加算措置の状況）

（1.45） （0.65）

１級 

7.9% 
１級 

6.6% 
１級 

1.4% 

２級 

4.8% 
２級 

5.0% 
２級 

10.7% 

３級 

25.8% 

３級 

28.3% ３級 

17.7% 

４級 

17.6% 

４級 

14.4% 

４級 

9.8% 

５級 

21.5% 
５級 

19.9% 

５級 

7.7% 

６級 

16.2% 
６級 

19.7% 

６級 

21.8% 

７級 

6.2% 
７級 

6.1% 

７級 

20.9% 

８級 

7.7% 

９級 

2.3% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成２5年の構成比 １年前の構成比 合併時の構成比 
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（２） 退職手当（２５年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給

　　　された平均額である。

（３） 地域手当（２５年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

 （４） 特殊勤務手当（２５年４月１日現在）

千円

　円

　％

消防署職員

滞納整理手当

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

手当の名称

支給実績（２４年度決算）

主な支給職員

※本市では、該当なし

主な支給対象業務

職員全体に占める手当支給職員の割合（２４年度）

野犬処理業務に従事した職員

3,962

46,069

14.3

手当の種類（手当数） 条例手当数　７（うちＨ２４支給手当数４）

-

国の制度（支給率）

支給職員１人当たり平均支給年額（２４年度決算）

32.83

支給職員１人当たり平均支給年額（２４年度決算）

支給率

支給実績（２４年度決算）

28.7875

国

55.86

55.86

55.86

南アルプス市

46.55

32.83

救急業務に従事した消防職員

消防署職員

収税対策課職員

消防署職員

市税等の滞納整理に関する事務又は補助
事務に従事した職員

救急業務手当

火災出動に従事した職員

消防職員で交代制勤務を正規の勤務とし
ている者が、深夜に通信業務に従事したと
き

38.955

夜間特殊業務手当

火災出動手当

野犬処理従事手当

55.86

55.86

行旅病人の保護及び病院等への収容又
は死体処理等に従事した職員

野犬処理従事職員

右記の業務に従事し
た職員

防疫等作業手当
感染症の患者等の救護、その物件の処
理、病原体の検査、死体の処理に従事し
た職員

行旅病人及び行旅死亡
人取扱手当

防疫等従事職員

０千円

定年前早期退職特例措置

ー 26,539

支給対象職員数

-

支給対象地域

50～59歳(2％～20％)

定年前早期退職特例措置

23.03

46.55

55.86

資料提供なし

38.955

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年

28.7875 23.03

50～59歳(2％～20％)

左記職員に対する支給単価

１日につき１，０００円

１回につき２５０円
救急救命士１回につき３５０円

深夜の勤務時間が５時間超２５０円
２時間～５時間１７０円
２時間未満１４０円

出動１回につき、ポンプ車隊員等
３００円、はしご車隊員等５１０円

月額３，０００円

従事した１日（死体解剖は１時間）
あたり、５００円

１回につき１，０００円

支給実績
（24年度決算）

０千円

２，８２２千円

１，０６６千円

１６７千円

２７３千円

０千円
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（５） 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（６） その他の手当（２５年４月１日現在）

役職等に応じ６，００
０円～１８，０００円を
支給

千円

通勤手当

手　当　名

支給職員１人当たり平均支給年額（２３年度決算）

管理職員特別勤務手当 異なる 千円

4,265

246,184

通勤距離が２ｋｍ以上の職員に支給
①交通機関等利用者　６ヶ月定期券等の額
を一括支給（ただし、月額換算５５，０００円
を限度）
②交通用具使用者
・４輪車使用者　通勤距離２ｋｍ～２０ｋｍのと
き　距離に応じて３，０００円～１１，８００円を
支給、２０ｋｍを超えるとき　１ｋｍにつき５８０
円を加算
・２輪車等使用者　通勤距離に応じて２，００
０円～２４，５００円を支給
③　①及び②の併用者
  ①及び②によりそれぞれ算出した額の合
計額

①同じ
②異なる
③同じ

扶養親族として配偶者、子等を有する職員
に支給
①配偶者　　　　　　　１３，０００円/月
②配偶者以外の扶養親族　　　　６，５００円/
月
（配偶者がいない場合は１人目　１１，０００
円/月）
満１６歳年度初めから満２２歳年度末までの
間にある子１人につき　５，０００円加算

②４輪車使用者と２
輪車使用者の区分
なし

千円

平均支給年額

（２４年度決算）

円

66,962

298,878

（２４年度決算）

千円

22,117 千円

26,014

99,902

円677,482

円

53,090

円

円

円

円

支給実績（２３年度決算）

同じ
借家・借間に居住する職員に支給
・家賃額に応じて最高２７，０００円まで

同じ

住居手当

支給職員１人当たり平均支給年額（２４年度決算）

扶養手当

異なる内容との異同内容及び支給単価

正規の勤務時間として、午後１０時から翌日
の午前５時までの間に勤務した職員（消防
職員にあっては、睡眠時間中に割り振られ
て勤務する職員）に支給
勤務した時間に対し、１時間当たりの給与額
に２５/１００を乗じた額

宿日直手当 同じ

管理職員が臨時又は緊急の必要等により週
休日等に勤務した場合に支給
５，０００円～９，０００円/回支給

夜間勤務手当

宿日直を命ぜられた職員に支給  ４，２００円
/回
夜間電話当番　１，０５０円/回

管理職手当

同じ

異なる 56,231

1,996

6,094

109,333

役職に応じ４６，３００
円～１３９，３００円を
支給

管理又は監督の地位にある職員のうちその
職務の特殊性に基づき規則で定められた職
にある者に支給
役職に応じ　４１，６００円～７５，２００円を支
給

328

千円

千円

国の制度と 支給職員１人当たり

147,747

286

225

国の制度 支給実績

支給実績（２４年度決算）

120,349
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５．特別職の報酬等の状況（２５年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

在任期間ごと

(注) 　退職手当の「１期目の手当額｣は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期(４年＝４８月）勤めた場合における退職手当

　　の見込額である。

16,128,000

7,680,000

5,548,800

　（支給時期）

　※Ｈ２5総務省資料
　（H２5年4月1日現在）

800,000市 長

給
料

（参考）類似団体における最高／最低額

副 市 長

-

399,600

401,500

議 員

360,000

543,000

副 議 長

578,000 -

議 長

457,000

503,000

教 育 長

3.85

　　（２４年度支給割合）

　　（２４年度支給割合）

報
酬

400,000

月分

350,000

期
末
手
当

2.95 月分

　　（算定方式） 　（１期目の手当額）

305,000

240,000

250,000

1,030,000

849,000

備　　　考

市 長

副 市 長

給料月額×在職月数×０．４２

給料月額×在職月数×０．２５

教 育
長

    市長、副市長
    教育長

正副議長、議員

給料月額×在職月数×０．２０

640,000

給 料 月 額 等区 分

退
職
手
当
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（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

[    ７１８     ］ [    ７１８     ］ [ 　　０　 ］ 人口１万人当たり職員数（Ｈ25）　87.99人

　　　２　[     ]内は条例定数の合計であり、平成２１年３月に改正しました。

小　計 81 80 △ 1

合　　計
647 636 △ 11 (参考)

下水道 10 10 0

その他 34 34 0

事務の統廃合縮小

交通 1 1 0

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　　 門

病院

水道 36 35 △ 1

小　計 566 556 △ 10
（参考)
人口１万人当たり職員数(H25)　　76.92人
（類似団体の人口１万人当たりの職員数(H25)　　　76.59人）

教育部門 70 69 △ 1 事務の統廃合縮小

消防部門 83 84 1 業務増

衛生 41 41 0

計 413 403 △ 10
（参考)
人口１万人当たり職員数(H25)　　55.76人
（類似団体の人口１万人当たりの職員数（H25)　　 58.43人）

土木 40 37 △ 3 事務の統廃合縮小

民生 143 137 △ 6 事務の統廃合縮小、欠員不補充

農水 28 31 3 業務増

商工 7 10 3 業務増

労働 0 0 0

総務 122 115 △ 7 事務の統廃合縮小

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議会 4 4 0

税務 28 28 0

６．職員数の状況

(１) 部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

職 員 数 対前年
増減数

主 な 増 減 理 由
平成２４年 平成２５年
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(３) 職員数の推移

（単位：人・％）

（注） 　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

△ 76 （△10.7％）

80 △ 11 （△12.1％）

総合計 712 693 681 662 647 636

公営企業等会計計 91 84 84 82 81

（　2.4％）

普通会計計 621 609 597 580 566 556 △ 65 （△10.5％）

△ 6 （△8.0％）

消防 82 81 82 82 83 84 2

403 △ 61 （△13.1％）

教育 75 73 71 69 70 69

一般行政 464 455 444 429 413

636

年度
２０年 ２１年 ２２年 ２３年 ２４年 ２５年

過去５年間
の増減数（率）部門別

93 74 51 66 100 11 19 29 44 74 84

人 人 人 人 人 人

以上

職員数
人 人 人 人 人 人 人

39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳

～ ～ ～

計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳

60歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳

区　分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳

(２) 年齢別職員構成の状況（平成２５年４月１日現在）

0

5

10

15

20

構成比(25.4.1) 

５年前の構成比 

% 

0

5

10

15

20

構成比(25.4.1) 

５年前の構成比 

% 
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  　① 職員給与費の状況

     ア　決算

 　　　２　職員数は、平成２４年４月１日現在の人数である。

イ　 特記事項

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２５年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

職員１名のため記入せず

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

総費用に占める

千円

235,335

７．　公営企業職員の状況

２３年度の総費用に占

22.224 33,839 21.2

年度 千円　

Ａ  

353,532

平　均　年　齢

％　

団 体 平 均

南アルプス市公営企業職員

職員数 給与費

団 体 平 均

一人当たり

（参考）

職員給与費比率

％　

める職員給与費比率

349,40045.7

235,335

―

17,183

基本給

57,351

526,900

―

46.5

―

給　 料

千円　　　　　千円

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費　0　千円を含まない。

給与費職員手当

区分

Ａ 期末・勤勉手当

1,062,106

　　　水道、交通事業

　　　　　　Ｂ／Ａ

区分

Ｂ　

質収支

総費用 純損益又は実 職員給与費

520,694

326,258

基本給

517,257

平均月収額

(参考）市町村（政令
指定都市を除く）

一人当たり給与費

千円

6,360

　　計　　Ｂ

千円 千円

水道事業6,874
交通事業6,667

千円

24

年度

平　均　年　齢

人

○水道事業

　　１ 職員手当には退職手当を含まない。

　　　　　　区　　分

37 160,801

千円

　　　　　　区　　分

45.2

○交通事業

※Ｈ２５総務省資料

※Ｈ２５総務省資料

平均月収額

南アルプス市公営企業職員
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 ③ 職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（２４年度支給割合） （２４年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（２５年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　

　　　された平均額である。

ウ　地域手当（２５年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

32.83

55.86

定年前早期退職特例措置

2.60

（1.45）

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　　 勧奨・定年等

46.55

定年前早期退職特例措置

55.86

55.86

南アルプス市公営企業職員

支給対象地域

支給実績（２４年度決算）

１人当たり平均支給額（２４年度）

1,582

1.35

（0.65）

50～59歳(2％～20％)

38.955

55.86

・役職加算　　　　５～１５％

南アルプス市公営企業職員

（1.45）

南アルプス市一般行政職

南アルプス市一般行政職

23.03 28.7875

（0.65）

2.60 1.35

50～59歳(2％～20％)

千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給

一般行政職の制度（支給率）

千円

支給対象職員数

- 28,507 27,071

※本市では該当無し

-

-

支給職員１人当たり平均支給年額（２３年度決算）

支給率

-

１人当たり平均支給額（２４年度）

1,544

・管理職加算　　措置なし

・役職加算　　　　５～１５％

・管理職加算　　措置なし

（支給率）　　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年等

55.86

23.03

38.955

28.7875

46.55 55.86

32.83
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エ　特殊勤務手当（２５年４月１日現在）

千円

　円

　％

主な支給対象職員

企業局の宿日直者

企業局の浄水場勤務職員

企業局職員

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

左記職員に対する支給単価支給実績（２４年度決算）

出動１回につき、1,100円

出動１回につき、500円

８，０００円／月

交替手当 １８３千円

２４千円

７２０千円

3

職員全体に占める手当支給職員の割合（２４年度）

支給実績（２３年度決算） 6,971

主な支給対象業務

支給職員１人当たり平均支給年額（２４年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（２３年度決算） 232

手当の種類（手当数）

支給実績（２４年度決算）

宿日直出動手当
企業局の宿日直者が、給
配水管の破裂等により出勤
した職員

企業局の浄水場に勤務す
る職員で、午前零時に勤務
を交替するため出勤する職
員

企業局職員に対し、１２月
から翌年２月までの３ヶ月間
支給

4,665

支給職員１人当たり平均支給年額（２４年度決算）

冬季特別手当

156

929

30,967

81.1

支給実績（２４年度決算）

手当の名称

12



カ　その他の手当（２５年４月１日現在）

扶養手当 千円 248,261

（２４年度決算）

一般行政
職の制度と
の異同

一般行政職の
制度と異なる内
容

（２４年度決算） 平均支給年額

円同じ 5,710

扶養親族として配偶者、子等を有する職員
に支給
①配偶者　　　　　　　１３，０００円/月
②配偶者以外の扶養親族
２人目まで　　　　　　　　　６，０００円/月
（配偶者非扶養の場合は１人目　６，５００円
/月）
（配偶者がいない場合は１人目　１１，０００円
/月）
３人目まで　　　　　　　　　５，０００円/月
満１６歳年度初めから満２２歳年度末までの
間にある子１人につき　５，０００円加算

支給実績 支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価

同じ 792 千円 264,000 円

53,533 円通勤手当

通勤距離が２ｋｍ以上の職員に支給
①交通機関等利用者　６ヶ月定期券等の額
を一括支給（ただし、月額換算５５，０００円
を限度）
②交通用具使用者
・４輪車使用者　通勤距離２ｋｍ～２０ｋｍのと
き　距離に応じて３，０００円～１１，８００円を
支給、２０ｋｍを超えるとき　１ｋｍにつき５８０
円を加算
・２輪車等使用者　通勤距離に応じて２，００
０円～２４，５００円を支給
③　①及び②の併用者
  ①及び②によりそれぞれ算出した額の合
計額

同じ

住居手当
借家・借間に居住する職員に支給
・家賃額に応じて最高２７，０００円まで

1,606 千円

宿日直手当
宿日直を命ぜられた職員に支給
支給額４，２００円/回

同じ 2,037 千円 97,000 円

円

夜間勤務手当

正規の勤務時間として、午後１０時から翌日
の午前５時までの間に勤務した職員（消防
職員にあっては、睡眠時間中に割り振られ
て勤務する職員）に支給
勤務した時間に対し、１時間当たりの給与額
に２５/１００を乗じた額

同じ 1,369 千円 273,800 円

管理職員特別勤務手当

4,784

　　　-
管理職員が臨時又は緊急の必要等により週
休日等に勤務した場合に支給
５，０００円～９，０００円/回支給

同じ 　　　-

千円 円管理職手当 683,429

管理又は監督の地位にある職員のうちその
職務の特殊性に基づき規則で定められた職
にある者に支給
役職に応じ　４１，６００円～７５，２００円を支
給

同じ

千円

13


